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第２号議案「特定費用準備資金の設定」の件 

平成２６年度公益目的事業会計経常利益８，１５９，２９０円を、「公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する法律施行規則(以下認定法施行規則)」第１８条に規定する特定

費用準備資金として、当協会の規則「特定費用準備資金等取扱規則(以下取扱規則)」に基づ

き、下記要綱により積立てることとする。 

記 

１ 特定費用準備資金の要綱 

（１）資金の名称 

財政基盤安定化基金 

（２）将来の特定の活動の名称 

以下３公益目的事業に関連するすべての事業 

① 民間公益活動の普及啓発事業(公益目的事業１) 

② 民間公益組織の支援・能力開発事業(公益目的事業２) 

③ 民間公益活動に関する調査研究・提言事業(公益目的事業３) 

（３）将来の特定の活動の内容 

上記（２）記載の公益目的に合致する内容とする。 

（４）計画期間 

平成２７年度より平成３５年度まで（９年間）、ただし、期間中において（７）の積立

額合計を積み立てたときは、終了する。 

（５）活動の実施時期 

毎年度実施する。 

（６）積立限度額 

合計５０００万円 

（７）算定根拠 

平成２６年度末日(平成２７年３月３１日)現在において計上する一般正味財産残高 

５６，４８５千円を加え、一般正味財産残高が１億円に達することを目標として計算し

たものである。 

 

２ 積立てる理由 

（１）過去の経常損益の状況 

平成２３，２４，２５年度の各年度、当協会は、公益目的事業会計及び法人合計にお

いて表１の通り、３期連続して経常損失を計上した結果、平成２５年度末(平成２６年３

月３１日、以下基準日)現在、一般正味財産(純資産)は４９，１０８千円、また流動資産

の現預金は１５，９７０千円にまで低下した。 

他方、当協会の経常費用は、毎年度２億２千万~２億４千万円程度(うち公益目的事業経
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常費用は概ね２億円程度)で推移しており、基準日現在、一般正味財産の経常費用に占め

る割合は２４．６％、また流動資産中の現預金の経常費用に占める割合は僅か７％にし

かすぎない状況となっていた。 

また、公益目的事業費用の１年分（１００％）まで認められている遊休財産比率も、

基準日現在１２．３％と、財務の健全性を示すいずれの比率をとっても、極めて低水準

であることがわかる。 

（２）財務体質の改善が喫緊の課題 

今後１０年の長期経営課題を検討するために設置した「Coming Ten 委員会」は、その

報告書において、公益法人協会が実施する公益目的事業を長期的、安定的に持続してい

くために、かかる脆弱な財務状況を改善していくことが急務として指摘した(平成２６年

６月)。 

これを受けて、昨年今後の１０年間を展望しつつ、中期計画(平成２７年度より３年間)

を策定し、その中で今後１０年間、毎年度５００万円程度(合計５０００万円)の経常利益

を確保しつつ、１０年後には基準日現在における約５０００万円と合わせ、１億円の正

味財産の保有を目標とすることを平成２７年３月理事会において決定したところである。 

（３）今後の経常損益の見通し 

  当協会の収支構造は、過去において公益目的事業の各区分会計（公１、公２、公３）

は構造的に赤字、公益目的事業共通収入(会費の配賦金額)を含めてもなお赤字となり、さ

らに法人会計でその赤字を補てんするという構造が続いている(表１、表３)。その結果、

法人全体の収支においても過去３期間は赤字決算となったもので、２６年度は抜本的な

経費節減及び収入増を図った結果、８００万円程度の経常利益を計上することが出きた

が、これをもって、赤字構造から黒字構造に転換したと、軽々に判断することはできな

い。 

今後少なくとも収支均衡を目指す努力は継続するが(表２)、上述のような構造的傾向が

解消されたとは言い切れないことに加え、非営利セクター全般に係る民間公益活動の推

進のため、国内外の非営利組織との交流、寄附文化の醸成、一般法人を含む非営利組織

のキャパシティビルディング等及び提言活動とその基盤となる調査研究事業等の重要性

はますます高まるものと予想され、そのための事業費の拡大による経常損失に備えた資

金の積立は、当協会にとって不可欠である。 

このような財務環境にあって、単年度の剰余金を短期間年度内において費消するより

も、将来の収支変動に備えて安定的かつ持続的な事業水準を確保するために、特定費用

準備資金として積み立てることとしたものである。 

以上 
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＜参 考＞ 
 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 

（平成 19 年 9 月 7 日内閣府令第六十八号） 

 

（特定費用準備資金） 

第 18 条  公益法人が各事業年度の末日において特定費用準備資金（将来の特定の活動の

実施のために特別に支出する費用（事業費又は管理費として計上されることとなるもの

に限るものとし、引当金の引当対象となるものを除く。以下この条において同じ。）に

係る支出に充てるために保有する資金（当該資金を運用することを目的として保有する

財産を含む。以下同じ。）をいう。以下同じ。）を有する場合には、その事業等の区分

に応じ、第一号の額から第二号の額を控除して得た額を当該事業年度の費用額に算入す

る。 

(1) 当該事業年度の末日における当該資金の額又は同日における積立限度額（当該資

金の目的である活動の実施に要する費用の額として必要な最低額をいう。以下同

じ。）のうちいずれか少ない額  

(2) 当該事業年度の前事業年度の末日における当該資金の額又は同日における積立限

度額のうちいずれか少ない額  

２ 前項の規定の適用を受けた公益法人は、前項の適用を受けた事業年度以後の各事業年

度において、その事業等の区分に応じ、前項第二号の額から第一号の額を控除して得た

額を当該事業年度の費用額から控除する。  

３ 第一項に規定する特定費用準備資金は、次に掲げる要件のすべてを満たすものでなけ

ればならない。  

(1) 当該資金の目的である活動を行うことが見込まれること。  

(2) 他の資金と明確に区分して管理されていること。  

(3) 当該資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができないも

のであること又は当該場合以外の取崩しについて特別の手続が定められていること。  

(4) 積立限度額が合理的に算定されていること。  

(5) 第三号の定め並びに積立限度額及びその算定の根拠について法第二十一条の規定

の例により備置き及び閲覧等の措置が講じられていること。  

４ 特定費用準備資金（この項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下

この条において同じ。）を有する公益法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める額に相当する資金を取り崩さなければならない。  

(1) 当該資金の目的の支出がなされた場合 当該資金の額のうち当該支出の額に達す

るまでの額  

(2) 各事業年度終了の時における積立限度額が当該資金の額を下回るに至った場合  

当該事業年度終了の時における当該資金の額のうちその下回る部分の額  

(3) 正当な理由がないのに当該資金の目的である活動を行わない事実があった場合 

その事実があった日における当該資金の額  

５  前項第三号の場合にあっては、当該事業年度以後の各事業年度の末日における積立

限度額は零とする。 

６  公益法人が他の公益法人が消滅する合併を行った事業年度においては、当該他の公

益法人の当該合併の日の前日における特定費用準備資金の額及び同日における積立限

度額は、第一項第二号の特定費用準備資金の額及び積立限度額にそれぞれ加算する。  
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＜参 考＞  

 

「特定費用準備資金等取扱規則」抜粋（公益財団法人 公益法人協会）  

 

（定 義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、その各号に定めるところ

による。 

(1) 特定費用準備資金 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行

規則(以下「認定法施行規則」という。）第 18 条第１項本文に定める将来の特定の

活動の実施のために特別に支出する費用（事業費又は管理費として計上されること

となるものに限る。）に係る支出に充てるための資金をいう。 

（特定費用準備資金の保有に係る理事会承認手続き） 

第５条 この法人が、前条の特定費用準備資金を保有しようとするときは、理事長は、

事業ごとに、その資金の名称、将来の特定の活動の名称、内容、計画期間、活動の実

施予定時期、積立額、その算定根拠を理事会に提示し、理事会は、次の要件を充たす

場合において、事業ごとに、承認するものとする。 

（1）その資金の目的である活動を行うことが見込まれること。 

(2) 積立限度額が合理的に算定されていること。 

（特定費用準備資金の管理・取崩し等） 

第６条 前条の特定費用準備資金は、貸借対照表及び財産目録上名称を付した特定資産

として、他の資金（他の特定費用準備資金を含む）と明確に区分して管理する。 

２ 前項の資金は、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すこと

ができない。 

３ 前項にかかわらず、目的外の取崩しを行う場合には、理事長は、取崩しが必要な理

由を付して理事会に付議し、その決議を得なければならない。積立計画の中止、積立

限度額及び積立期間の変更についても同様とする。 
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